
特集　空き家を賢くつなぐ

あ
な
た
が
将
来

両
親
や
親
族
が
住
ん
で
い
る

家
の
所
有
者
と
な
っ
た
ら

そ
の
家
を
ど
う
管
理
し
ま
す
か

特集　空き家を賢くつなぐ

659
757

820

空き家の数

空き家率

Ｈ５ Ｈ25Ｈ20Ｈ15Ｈ10

15

12

９

６

３

（年）

（万戸） （％）

448

9.8

11.5
12.2

13.1 13.5

576

1,000

800

600

400

200

全国の空き家の数・空き家率の推移（住宅・土地統計調査）

広報ひらど 平成30年８月号   4Hirado City Public Relations,2018.85

　　
近
年
、
全
国
的
に
少
子
高
齢
化
な
ど
の

影
響
で
、
適
切
な
管
理
を
さ
れ
て
い
な
い

空
き
家
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
戸
市
内
で
も
、
商
店
街
で
シ
ャッ
タ
ー
が

閉
ま
っ
た
ま
ま
の
お
店
や
、
雨
戸
が
閉
ま
っ

た
ま
ま
の
民
家
な
ど
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
空
き
家
は
、
す
ぐ
に
入
居
や
居

住
で
き
る
も
の
か
ら
、
老
朽
化
し
て
倒
壊

の
危
険
が
あ
る
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
総
務
省
の
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
よ

れ
ば
、
空
き
家
の
総
数
は
こ
の
20
年
で
１
．

８
倍
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
宅

の
在
庫
数
は
、
平
成
25
年
に
は
、
１
世
帯

当
た
り
の
住
宅
数
が
１
．
１
６
で
あ
り
、

こ
の
割
合
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
住
宅
の
数
が
余
って
い
る
状
態
で
す
。

　　　
平
戸
市
で
は
、
平
成
27
年
に
空
き
家
の

空
き
家
を
賢
く
つ
な
ぐ

平
戸
市
の
空
き
家
の
現
状

空
き
家
の
現
状

実
態
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
空
き
家
の
数

は
、
１
，
１
９
０
戸
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
内
、
大
規
模
な
修
繕

を
し
な
け
れ
ば
利
活
用
が
で
き
な
い
建
物

は
、
３
４
７
件
あ
り
ま
し
た
。

　
空
き
家
に
な
る
原
因
と
し
て
は「
所
有
者

が
死
亡
し
た
」「
所
有
者
が
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
へ
入
所
し
た
」な
ど
の
回
答
が
、
半
数
を

占
め
て
い
ま
す
。
平
戸
市
の
場
合
、
お
よ

そ
３
人
に
１
人
が
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら

高
齢
化
率
が
全
国
平
均
よ
り
も
高
く
、
今

後
は
、
空
き
家
の
数
が
増
え
て
い
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

1.8倍

特
　
集
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「特定空家等」の４つの特性
保安上危険なもの
柱や壁の破損、地盤沈下などの
影響で、建築物に著しい傾斜が
ある

衛生上有害なもの
ゴミの放置、不法投棄による害虫
の発生など、衛生面で地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている

景観を損うもの
建物が見えないほど外壁を草が
覆っている、窓ガラスが割れた
まま放置されている

生活環境に悪影響なもの
立木の枝など近隣道路にはみ出し
て、自動車や歩行者の通行の妨げ
となっている

敷
地
内
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
維
持

管
理
も
所
有
者
の
責
任
で
す

　
前
の
ペ
ー
ジ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
少
子
高

齢
化
、
世
帯
数
の
増
加
な
ど
の
影
響
で
、

今
後
、
人
が
住
ま
な
く
な
る
空
き
家
の
数

が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
人
が
住
ま
な
い
た
め
に
定
期
的
に
管

理
さ
れ
ず
、
放
置
さ
れ
る
空
き
家
が
増
え

て
い
く
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　　
両
親
や
兄
妹
が
亡
く
な
り
、
住
宅
を
相

続
し
て
、
引
き
続
き
住
ん
で
い
る
人
の
割

合
は
、
全
体
の
約
半
数
で
す
。

　
し
か
し
、
住
ん
で
い
な
い
残
り
の
半
数
の

人
た
ち
も
、
空
き
家
の
所
有
者
で
あ
り
、

た
と
え
管
理
を
放
棄
し
て
も
、
そ
の
建
物

の
管
理
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

空
き
家
の
問
題
点

全
国
的
に
問
題
と
な
る
空
き
家

そ
も
そ
も
空
き
家
と
は
ど
ん
な
も
の
を
い
う
の
か

空
き
家
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
何
が
問
題
な
の
か

問
題
と
な
る
空
き
家

管
理
責
任
は
所
有
者
に

「
空
家
等
」「
特
定
空
家
等
」と
は

なにが問題なの？

　　
先
日
、
大
阪
北
部
地
震
に
お
い
て
、

学
校
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
崩
落
し
、
登

校
中
の
児
童
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い

う
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
、
建
築
基
準
法
で

高
さ
や
定
め
ら
れ
た
基
準
で
築
造
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
長
年
の
経
年
劣
化
に
よ

る
ひ
び
や
傾
き
な
ど
で
、
倒
壊
す
る

恐
れ
が
あ
る
ブ
ロッ
ク
塀
が
そ
の
ま
ま

放
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
敷
地
内
に
設
置
し
て
い

る
ブ
ロッ
ク
塀
は
、
家
と
同
じ
よ
う
に
、

敷
地
の
所
有
者
に
維
持
管
理
の
責
任

が
あ
り
ま
す
。

効
果
的
な
解
決
策

今
現
在
、空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
人
た
ち

ま
た
将
来
、空
き
家
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
人
た
ち

皆
さ
ん
の
所
有
す
る
空
き
家
を
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
き
ま
す
か

今、何をすべき？
　　

ま
ず
は
、
空
き
家
と
な
っ
た
後
の
使
途

を
よ
く
検
討
す
る
こ
と
で
す
。
数
年
先
で

は
な
く
、
数
十
年
先
ま
で
見
越
し
て「
空
き

家
を
放
置
し
た
場
合
に
、
周
囲
に
被
害
を

与
え
る
恐
れ
が
な
い
か
」を
考
え
る
こ
と
が

空
き
家
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る

空
き
家
は
大
切
な
財
産

市
が
調
査
・
指
導
な
ど
を
実
施

最
も
重
要
で
す
。
こ
の
判
断
を
先
延
ば
し

に
し
て
い
る
と
そ
の
間
に
、
建
物
の
資
産
価

値
が
下
が
っ
た
り
、
土
地
の
売
却
価
格
に

も
影
響
し
、
賃
貸
や
売
買
が
出
来
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
田
舎
の
地
域
で
は
、
家
を
賃
貸
や
売
却

し
た
り
と
い
う
こ
と
は
、
お
金
に
困
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
、
移
住
希

望
者
が
、
古
い
空
き
家
を
改
修
し
て
住
ん

だ
り
す
る
な
ど
、
中
古
物
件
の
市
場
も
増

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
売
り
に
出
す
に
は

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
人
に
は
、
ま
ず
は

賃
貸
か
ら
始
め
る
と
い
う
の
も
良
い
と
思
い

ま
す
。
実
際
、
移
住
希
望
者
も「
買
い
た

い
」と
い
う
要
望
よ
り
も「
借
り
た
い
」と
い

う
要
望
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。

　
市
に
お
い
て
も
、
平
成
29
年
11
月
に
平

戸
市
空
家
等
対
策
計
画
協
議
会
を
立
ち
上

げ
、
平
戸
市
空
家
等
対
策
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
所
有
者
に
対
し

て
こ
れ
ま
で
以
上
に
空
き
家
の
適
正
な
管

理
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
市
に
は
空
き
家
を
調
査
す
る
権

限
が
与
え
ら
れ
、
調
査
の
結
果「
特
定
空

家
等
」に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
是
正
措

置
と
し
て
、
助
言
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

な
ど
の
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
勧
告
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の

翌
年
か
ら
固
定
資
産
税
の「
小
規
模
住
宅

特
例
」の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
固
定
資
産
税
が
上
が
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

「平戸市空家等対策計画協議会」の模様

人が住まない空き家は、老朽化が激しく、草や木で覆われているものが多い。

崩落したブロック塀

築年数は古くてもきれいに管理している物件は、管理して
いない物件と比較しても、問い合わせが多い。

　　
全
国
的
に
空
き
家
問
題
が
拡
大
し
て
い

く
中
で
、
国
も
空
き
家
対
策
に
取
り
組
み
、

平
成
27
年
度
に「
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の「
空
家
等
」と
は
、
建
築
物
、
ま

た
は
こ
れ
に
附
属
す
る
門
、
塀
で
あ
り
、

年
間
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い

い
ま
す
。
例
え
ば
年
に
数
回
、
先
祖
の
供

養
を
行
う
た
め
に
利
用
し
て
い
る
も
の
は
、

空
き
家
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
問
題
と
な
る
空
き
家
は「
特
定
空
家
等
」

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
左
記
の
４
つ
の
種
類
に

分
類
さ
れ
ま
す
。

売りたくても売れない、貸したくても貸せない。
そうならないためにも、行政と連携して空き家と人をつなぎます。

　昨今の急速な空き家の増加は、例え
不動産業者と言えども、もう民間レベ
ルだけでの知恵や対策で解決できるも
のではありません。空き家を所有し、
今後どうすべきか考えている人たちに
対し、行政と一緒になって対策をする

段階になっていると感じます。
　賃貸や売却の勧奨（空き家バンク
の活用）に加え、市シルバー人材セ
ンターの「空き家管理制度」などと連
携し、大切な財産の活かし方の相談
窓口になれればと思います。

株式会社 トーシン地所 
営業部長　川渕　一郎 さん
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も
う
す
ぐ
、
お
盆
の
時
期
に
な
り
ま
す
。

市
外
、
県
外
か
ら
親
戚
や
家
族
が
帰
省
し
、

に
ぎ
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
人
た
ち
も

い
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
祖
先
の
お

墓
参
り
に
行
く
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
私
た
ち
が
こ
の
平
戸
に
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
、
命
を
つ
な
い
で
く
れ
た
祖
先
の

お
か
げ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
祖
先
が
私

た
ち
の
た
め
に
残
し
て
く
れ
た
土
地
や
建
物

は
、
私
た
ち
の
大
切
な
財
産
で
す
。
先
祖

代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
土
地
や
建
物
に

は
、
皆
さ
ん
が
育
って
き
た
思
い
出
や
愛
着

な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
世
に
残
し
て
い

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
し
も
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
財
産
を
き
ち
ん
と
管
理

し
て
い
か
な
い
と
、
大
切
な
財
産
が
負
の

財
産
と
し
て
、
残
っ
て
い
く
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
家
族
や
親
戚
が
集
ま
る
場
で
、

家
の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
考
え
て
み

て
は
ど
う
で
す
か
。
今
の
家
を
、
子
や
孫

の
た
め
に
ど
う
残
し
て
い
く
べ
き
か
、
ま
た

今
後
、
誰
が
そ
の
家
を
管
理
し
て
い
く
か

か
な
ど
を
考
え「
自
分
た
ち
の
家
を
賢
く
つ

な
ぐ
」こ
と
で
、
将
来
の
子
や
孫
に
、
明
る

い
未
来
を
つ
な
ぐ
財
産
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に

平戸市の支援制度

空き家バンク登録制度

空き家を相続するときには必ず手続きを
所有者が死亡した場合、相続登記を早急にしないと登記が困難に

相続人の手続きにかかる負担を減らすために

まずは家の登録を 倒壊する前に解体を

長崎地方法務局平戸支局　
登記官　中倉 知行 さん 

総務部地域協働課
コーディネーター  山田 あずさ

　所有者が亡くなった時は、登記名

義人を変更することになりますが、

その手続きを行うのが司法書士の仕

事になります。

　手続きをするためには、権利者全

員の同意が必要です。通常、権利

者とは残された配偶者や子で、人数

も５人程度であれば、５万～10万円

程度（登録免許税を除く）の費用で

手続きできます。しかし、手続きを

せず、そのままにしていると、相続

の権利が孫や甥・姪まで発生するな

　平成29年5月29日から、相続人の

相続手続における負担を軽減するため

に、「法定相続情報証明制度」が施行さ

れました。

　これまで預金の名義人が亡くなり、

預金の払い戻し手続きを行う時には、

各銀行に戸籍謄抄本を窓口で提示しな

ければ手続きができませんでした。し

かし、今後は、法務局で発行される証

　平戸市では、空き家の有効
活用による移住・定住を促進
し、地域の活性化を図ること
を目的とした「空き家バンク」
制度を設置しています。
　所有者から空き家物件を登
録してもらい、移住・定住を
希望する人に紹介しています。
しかし、登録物件が少ないた

空き家を売りたい・貸したいときは

老朽危険空き家除去事業

建設部都市計画課
主任技師　鴨川 裕之 

空き家を壊したいときは

め、希望にあった空き家を紹介できず、断っているような状
況です。平戸市では家財道具を撤去するための補助金なども
創設しているので、まずは所有者からのご相談をお待ちして
います。

　平戸市では、老朽化した
空き家に対して解体費用の
一部を助成します。
　補助対象となる建物の条
件として①平戸市内にある
こと②今現在、空き家であ
ること③建物の半分以上が
一般の住宅として使用され
ていたこと④木造であるこ
と⑤老朽化について一定以上であることが要件です。
　補助額は、上限が80万円ですが、事前に老朽化の状況な
どを確認するため、現地審査（１時間程度）が必要となります
ので、まずはお気軽にご相談ください。

市シルバー人材センター
次長  鴨川 祐一 さん　

平戸市シルバー人材センターとの協定事業を活用

市内の空き家を定期的に管理します

　平成28年６月１日に平戸
市とシルバー人材センター
と「空き家等の適正管理に
関する協定」を結んでいま
す。この協定により、これ
まで行ってきたサービス（草
刈りや剪定）とは別に、空き
家の現況を定期的に確認す
ることができない人のため
に、空き家の見回り業務を
行い、所有者および平戸市

自分たちで管理したいが管理する人が身近にいないときは

への状況の報告を行うなど、多くの空き家を適正に管理し、
防犯対策や防災対策を図ることが可能となりました。

平戸市では、空き家対策に関してさまざまな支援事業を推進しています

ど人数が増え、費用も格段に上がり、

時間もかかります。

　司法書士は、相続人の中の１人か

ら、相続登記の手続きの委任を受け

ないと、調査をすることができない

ため、このようなにならないために

も、早めの手続きをお願いします。

　平戸市内の司法書士事務所では、

１０月１日が「法の日」となっているた

め、１０月中は司法に関する無料の

相談会を行っていますので、ぜひご

活用ください。

明書（無料）を提示することで、相続

人・提出先双方の負担が軽減され、ス

ムーズに相続手続することができます。

預貯金の払い戻し以外にも、不動産登

記の申請手続や相続税の申告にも利用

できます。

　法定相続情報証明制度について具体

的な内容については、お気軽に法務局

にお尋ねください。

地域協働課定住推進班　　内線2353☎問 都市計画課建築営繕班　　内線2296☎問

平戸市シルバー人材センター問 22-3100☎

平戸市空家等対策協議会　
司法書士　川上 岩三 さん

移住
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